
   石巻市インバウンド対応力強化支援補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、市内の宿泊施設、飲食店、交通事業者等（以下「施設運営者等」と

いう。）が、新型コロナウィルス感染症流行後における日本を訪れる外国人旅行客（以

下「インバウンド」という。）の需要増を図るため実施する多言語対応等の各種取組を

支援するため、予算の範囲内で石巻市インバウンド対応力強化支援補助金（以下「補助

金」という。）を交付することについて、石巻市補助金等の交付に関する規則（平成１

７年石巻市規則第４７号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を

定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

 (1) 中小法人等 会社法人のうち大企業（中小企業の事業活動の機会の確保のための

大企業者の事業活動の調整に関する法律（昭和５２年法律第７４号）第２条第２項に

規定する大企業者をいう。）を除く中小企業及びその他の法人をいう。ただし、租税

特別措置法施行令（昭和３２年政令第４３号）第２７条の４第２１項各号に掲げる法

人は除く。 

 (2) 個人事業者 中小法人等を設立せずに個人で事業を営んでいる者をいう。 

 (3) 宿泊施設 石巻市内において旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第３条第１

項の許可を受けて、同法第２条第２項又は第３項に規定する営業を行っている民間の

宿泊施設をいう。 

 (4) 飲食店 石巻市内において食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）で定める飲

食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、営業を行っている店舗をいう。 

 (5) 体験型コンテンツ提供施設 石巻市内において、既に旅行者等を対象とした体験

型コンテンツの提供を自ら行っている施設をいう。 

 (6) 交通事業者等 石巻市内において道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３

条第１号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営む観光バス事業者及び同条第

１号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営むタクシー事業者並びに海上運送

法（昭和２４年法律第１８７号）第２条第５項に規定する一般旅客定期航路事業並び

に同法第２０条第２項に規定する人の運送をする不定期航路事業を営む海上タクシー

及び観光船事業者をいう。 

 (7) 観光関連事業者等 前各号に規定する４者以上の施設運営者等並びに一般社団法

人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律第４８号）並びに公益社団法人及

び公益財団法人の認定等に関する法律（平成１８年法律第４９号）に規定する社団法

人及び財団法人等で構成されるグループ又は団体をいう。 

 (8) 車両 前号に規定する観光バス事業者又はタクシー事業者が事業に用いる車両で

あって、道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）に定める道路運送車両の検査

等及び自動車の登録を受けて、自動車検査証の交付を受けた車両をいう。 



 (9) 船舶 第６号に規定する観光船事業者が事業に用いる船舶のこという。 

 （交付対象者） 

第３条 補助金の交付対象者（以下「交付対象者」という。）は、中小法人等又は個人事

業者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

 (1) 前条第３号から第５号までに定める施設等を運営する者 

 (2) 前条第６号に定める交通事業者等 

 (3) 前条第 7号に定める観光関連事業者等 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、交付対象者としない。 

 (1) 国及び法人税法（昭和４０年法律第３４号）別表第一に規定する公共法人 

 (2) 政治活動又は宗教活動を目的とする者 

 (3) 市税等の滞納をしていること（徴収猶予を受けている場合を除く。）。 

 (4) 石巻市暴力団排除条例（平成２４年石巻市条例第４２号）第２条第４号に規定す

る暴力団員等 

 (5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和２３年法律第１２２号。

（以下「風営法」という。）第２条に規定する事業者に該当する者 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、補助金の趣旨及び目的に照らして適当でないと市長

が判断する者 

 （補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、交付対象

者が取り組む別表第１に掲げる事業とする。 

 （補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（消費税及び地方消費税は含まないものとする。

以下「補助対象経費」という。）は、別表第２の補助対象経費の欄に掲げるものとする。

ただし、別表第２の補助対象外経費の欄に掲げる経費については、補助対象経費としな

いものとする。 

 （補助金の額） 

第６条 補助金の額は、別表第３に掲げるとおりとする。 

２ 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り捨てるものとする。 

 （交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、石巻市インバ

ウンド対応力強化支援補助金交付申請書（様式第１号）その他別表第４に定める書類を

市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、申請者に対し、前項の規定により提出を受けた

書類に追加して、必要な書類の提出を求めることができる。 

 （交付決定） 

第８条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を調査及

び審査の上、補助金の交付の可否を決定し、石巻市インバウンド対応力強化支援補助金



交付可否決定通知書（様式第４号）により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。 

 （申請内容の変更等） 

第９条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、申請内容を

変更又は中止しようとするときは、あらかじめ石巻市インバウンド対応力強化支援補助

金事業変更・中止承認申請書（様式第５号）を市長に提出し、その承認を受けなければ

ならない。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。 

 (1) 補助金の額に変更がなく、区分相互において２０パーセント以内で経費の配分を

変更すること。 

 (2) 事業計画の細部を変更すること。 

２ 前項の申請書には、当初の申請書に添えた関係書類のうち、変更を必要とするものに

ついてその内容を変更して添えなければならない。 

３ 市長は、変更申請の内容を審査の上、承認の可否を決定し、石巻市インバウンド対応

力強化支援補助金事業変更承認（不承認）決定通知書（様式第６号）により助成事業者

に通知するものとする。 

 （交付決定の取消し及び返還命令） 

第１０条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決

定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。 

 (1) 虚偽の申請によって補助金の交付決定を受けたとき。 

 (2) 補助金を他の用途に使用したとき、又は使用しようとしたとき。 

 (3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反し

たとき。 

２ 市長は、前項に規定する交付決定を取り消し、又は変更する場合は、石巻市インバウ

ンド対応力強化支援補助金交付決定取消（変更）通知書（様式第７号）により補助事業

者に通知するとともに、石巻市インバウンド対応力強化支援補助金返還命令書（様式第

８号）により適当な期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。 

 （申請の取下げ） 

第１１条 補助事業者は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付可否決定

通知又は事業変更承認（不承認）通知を受けた日から１０日以内に石巻市インバウンド

対応力強化支援補助金交付申請取下げ届出書（様式第９号）を市長に提出しなければな

らない。 

 （実績報告） 

第１２条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、石巻市インバウンド対応力強

化支援補助金実績報告書（様式第１０号）に次に掲げる書類を添えて、事業が完了した

日の翌日から起算して２０日を超えない日又は補助金の交付決定を受けた年度の２月末

日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。 

 (1) 石巻市インバウンド対応力強化支援補助金事業実施報告書（様式第１１号） 

 (2) 石巻市インバウンド対応力強化支援補助金事業収支決算書（様式第１２号） 



 (3) 事業実績を確認できる書類、写真等 

 (4) 事業収支決算に係る領収書等支出を証明する書類 

 (5) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類 

 （補助金の額の確定等） 

第１３条 市長は、前条の実績報告書が提出されたときは、その内容を審査の上、適当と

認めたときは補助金の交付額を確定し、石巻市インバウンド対応力強化支援補助金確定

通知書（様式第１３号）により補助事業者に通知するものとする。 

 （補助金の交付等） 

第１４条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。 

２ 補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、石巻市インバウンド対応力強化支

援補助金交付請求書（様式第１４号）を市長に提出しなければならない。 

 （重複受給の禁止） 

第１５条 国又は他の地方公共団体等が実施する補助金等と併用する場合は、当該補助金

の補助対象経費から控除することとする。 

 （補助金の経理） 

第１６条 補助事業者は、補助金に係る経理についての収支を明確にした証拠書類等を整

理し、かつ、これらの書類を当該事業終了の翌年度から起算して５年間保存しなければ

ならない。 

 （取得財産の管理） 

第１７条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増化した財産（以下

「取得財産等」という。）について、当該事業終了後も善良なる管理者の注意をもって

管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、その効果的運用を図らなければなら

ない。 

 （取得財産の処分の制限） 

第１８条 規則第２１条に規定する財産の処分の制限を適用する期間は、５年間とする。

ただし、市長が特に認める場合は、その期間を短縮することができる。 

２ 補助事業者が、市長の承認を得ないで前項に規定する期間内に取得財産等を処分し、

収入が生じたときは、市長は、補助金の範囲内でその収入の全部又は一部を納付させる

ことができる。 

 （検査等） 

第１９条 市長は、補助事業者に対し補助対象事業の実施状況、補助金の収支及び補助金

に係る帳簿書類その他の物件について報告を求め、必要に応じて立入検査をすることが

できる。 

２ 市長は、補助対象事業の実施中及び補助対象事業の完了後においても、補助事業者の

事務所その他の必要な場所に立ち入り、当該補助対象事業に係る取得財産等の管理状況

その他必要な調査を行うことができる。 

 （成果等の公表） 

第２０条 市長は、補助事業者を公表することができる。 



２ 市長は、必要があると認めるときは、補助対象事業の成果を公表し、補助事業者はこ

れに協力しなければならない。 

 （事業状況報告） 

第２１条 市長は、補助対象事業が完了した日の属する市の会計年度終了後、おおむね５

年の間、補助事業者に対し必要に応じ事業実施後の状況報告を求めることができる。 

２ 前項に規定する報告を求められた補助事業者は、石巻市インバウンド対応力強化支援

補助事業状況報告書（様式第１５号）により市長に報告しなければならない。 

 （その他） 

第２２条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和５年７月１日から施行する。 

 （失効） 

２ この告示は、令和６年３月３１日限り、その効力を失う。 

別表第１（第４条関係） 

区分 補助対象事業 

宿泊施設 １ 多言語対応（施設の案内表示・館内設備の利用案内・ホームペー

ジ・パンフレット等の多言語化、多言語対応タブレット・セルフチェ

ックイン機の導入等） 

２ 以下の場所で実施する公衆無線ＬＡＮの設置 

 (1) ロビー 

 (2) 食堂（客が利用する施設に限る。） 

 (3) 宴会場 

 (4) その他多くの客が利用する場所 

 (5) 客室 

 注１ 設置箇所数は、一つの宿泊施設につき５０か所を限度とする。 

 注２ 客室へ設置する場合は、上記(1)から(4)のいずれかにおいても

設置すること。ただし、既に設置されている場合を除く。 

３ クレジットカードや電子マネー等の決済機器の導入 

４ 外国人旅行者の受入対応、ユニバーサル・ツーリズムに係る人材育

成（研修会の開催、外部セミナーの受講、接遇マニュアルの作成等） 

５ 災害時における外国人旅行者の受入対応（防災マップの作成、避難

誘導訓練の実施等） 

６ 以下の場所で実施する防犯カメラの設置 

 (1) 出入口 

 (2) ロビー 

 (3) 駐車場 

  



  (4) フロント 

 (5) その他多くの客が利用する場所 

 注３ 設置箇所数は、一つの宿泊施設につき１０か所を限度とする

（新設に限る。）。 

 注４ 犯罪の抑止又は犯罪被害の防止を目的として設置される映像の

表示又は記録の機能を有するものであること。ただし、専ら特定

の私有財産の保護・管理等の用に供せられるものは除く。 

 注５ 補助対象設備の設置目的や運用方法等について、宮城県が定め

る「防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」に基づく

規約を定めること。 

７ その他、市長が外国人旅行者の受入対応強化のために必要と認める

事業 

飲 食 店 １ 多言語対応（店舗の案内表示・店内設備の利用案内・ホームペー

ジ・パンフレット等の多言語化、多言語対応のタブレット・セルフオ

ーダーシステムの導入等） 

２ 以下の場所で実施する公衆無線ＬＡＮの設置 

 (1) 客席 

 (2) その他多くの客が利用する場所 

 注 設置箇所数は、一つの店舗につき１０か所を限度とする。 

３ クレジットカードや電子マネー等の決済機器の導入 

４ 外国人旅行者の受入対応、ユニバーサル・ツーリズムに係る人材育

成（研修会の開催、外部セミナーの受講、接遇マニュアルの作成等） 

５ 災害時における外国人旅行者の受入対応（防災マップの作成、避難

誘導訓練の実施等） 

６ 外国人向けグルメサイトへの登録・掲載 

７ その他市長が外国人旅行者の受入対応強化のために必要と認める事

業 

体験型コ

ンテンツ

提供施設 

１ 多言語対応（施設の案内表示・施設内設備の利用案内・ホームペー

ジ・パンフレット等の多言語化、多言語対応タブレットの導入等） 

２ 以下の場所で実施する公衆無線ＬＡＮの設置 

 (1) コンテンツの体験場所 

 (2) その他多くの客が利用する場所 

注 設置箇所数は、一つの体験コンテンツ実施場所につき１０か所を

限度とする。 

３ クレジットカードや電子マネー等の決済機器の導入 

４ 外国人旅行者の受入対応、ユニバーサル・ツーリズムに係る人材育

成（研修会の開催、外部セミナーの受講、接遇マニュアルの作成等） 

  



 ５ 災害時における外国人旅行者の受入対応（防災マップの作成、避難

誘導訓練の実施等） 

６ その他市長が外国人旅行者の受入対応強化のために必要と認める事

業 

交通事業

者等 

１ 多言語対応（車両、船舶設備の利用案内・ホームページ・パンフレ

ット等の多言語化、多言語対応タブレットの導入等） 

２ 車両、船舶への公衆無線ＬＡＮの設置 

注 設置箇所数は、１車両（船舶）につき１か所を限度とする。 

３ クレジットカードや電子マネー等の決済機器の導入 

４ 外国人旅行者の受入対応、ユニバーサル・ツーリズムに係る人材育

成（研修会の開催、外部セミナーの受講、接遇マニュアルの作成等） 

５ 災害時における外国人旅行者の受入対応（避難誘導訓練の実施等） 

６ その他市長が外国人旅行者の受入対応強化のために必要と認める事

業 

観光関連

事業者等 

１ 多言語対応（案内表示・利用案内・ホームページ・パンフレット等

の多言語化、多言語対応タブレットの導入等） 

２ 外国人旅行者の受入対応、ユニバーサル・ツーリズムに係る人材育

成（研修会の開催、接遇マニュアルの作成等） 

３ 災害時における外国人旅行者の受入対応（防災マップの作成、防災

訓練の実施等） 

４ その他市長が外国人旅行者の受入対応強化のために必要と認める事

業 

注 団体、グループとして共通した取組を対象とし、各施設等におけ

る個々の取組は除く。 

備考 

１ 各区分における補助対象事業について、当該事業実施に係るコンサルティングに

係る経費も補助対象とする。ただし、コンサルティングのみ実施する場合は、補助

対象事業としない。 

２ ユニバーサル・ツーリズムに係る人材育成を実施する際は、障害を理由とする差

別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号）に定める差別的取扱の禁

止及び合理的配慮に関する理解を促進する内容を含むこと。 

３ 「災害」とは、観光庁が作成した「自然災害発生時の訪日外国人旅行者への初動

対応マニュアル策定ガイドライン」に定める災害をいう。 

別表第２（第５条関係） 

区分 補助対象経費 補助対象外経費 

宿泊施設 

・飲食店 

(1) 施設整備費 

(2) 備品購入費 

(1) 間接経費（消費税その他の租

税公課、収入印紙代、通信費、 

   



・体験型

コンテン

ツ提供施

設 

(3) 設置工事費 

(4) 制作費 

(5) 印刷製本費 

(6) 翻訳費 

(7) 機器購入費 

(8) 謝金 

(9) 会場費 

(10) 委託費等 

水道光熱費、振込手数料、交通

費、送料等） 

(2) 設備・機器設置後の維持費、

メンテナンスに係る経費 

(3) 一定期間使用を継続できない

消耗品の購入等経費 

(4) 施設の運営に係る経費 

(5) 直接人件費 

(6) リース・レンタルによる設置

機器に係る経費 

(7) 交付決定前に発注・施工又は

導入した設備等に要する経費 

(8) 見積書、契約書、仕様書、請

求書、振込控等の帳票類が不備

の経費 

(9) 交付申請書に記載のものと異

なる設備等を購入した経費 

(10) 通常業務・取引と混合して

支払が行われている経費 

(11) 他の取引と相殺して支払が

行われている経費 

(12) 補助事業に係るものとし

て、明確に区分できない経費 

(13) 補助事業に関係のない物品

購入などの経費 

(14) 中古品の購入経費 

(15) 過剰とみなされる機器を導

入する経費、一般的な市場価格

又は事業内容に対して著しく高

額な経費 

(16) その他市長が適切ではない

と判断する経費 

交通事業

者等 

(1) 車両（船舶）整備費 

(2) 備品購入費 

(3) 設置工事費 

(4) 制作費 

(5) 印刷製本費 

(6) 翻訳費 

(7) 機器購入費 

(8) 謝金 

(9) 会場費 

(10) 委託費等 

観光関連

事業者等 

(1) 備品購入費 

(2) 設置工事費 

(3) 制作費 

(4) 印刷製本費 

(5) 翻訳費 

(6) 謝金 

(7) 会場費 

(8) 委託費等 

 注 国・地方公共団体等からの

補助金収入は補助対象経費か

ら控除する。 

備考 

１ 宿泊施設、飲食店及び体験型コンテンツ提供施設において補助対象経費として公

衆無線ＬＡＮの設置費用を計上する場合、当該機器の新設に伴い影響を受ける既設

機器の移設に係る経費を含むものとする。 

２ 国・他の地方公共団体等からの補助金収入は、補助対象経費から控除する。 

別表第３（第６条関係） 



区分 補助率 補助限度額 

宿泊施設 １施設当たりの補助対象経費の３分の２以

内 

１施設当たり １００万円 

飲 食 店 １店舗当たりの補助対象経費の３分の２以

内 

１店舗当たり  ５０万円 

体験型コ

ンテンツ

提供施設 

１施設当たりの補助対象経費の３分の２以

内 

１施設当たり  ５０万円 

交通事業

者等 

１営業所当たりの補助対象経費の３分の２

以内 

１営業所当たり ５０万円 

観光関連

事業者等 

１団体・グループ当たりの補助対象経費の

３分の２以内 

１団体・グループ当たり 

５０万円 

備考 

１ コンサルティングに係る補助金は、各区分に掲げる補助限度額にかかわらず、補

助対象経費の１割を上限とする。 

２ 交通事業者等のうち、法人が事業に取り組む場合は、営業所の数に補助限度額を

乗じた額を超えない範囲とする。 

３ 観光関連事業者等について、４者以上の施設運営者等で構成されるグループの場

合、構成員の２分の１以上が同一の者である場合は、別グループとして申請があっ

たとしても同一グループとみなす。 

 



別表第４（第７条関係） 

提出書類 
宿泊施設 飲食店 

体験型コンテ

ンツ提供施設 
交通事業者等 

観光関連 

事業者等 

法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 団体 

１ 石巻市インバウンド対応力強化支援補助金交付申請書

（様式第１号） 

要 要 要 要 要 要 要 要 要 要 

２ 石巻市インバウンド対応力強化支援補助金事業計画書

（様式第２号）                 ※１ 

要 要 要 要 要 要 要 要 要 要 

３ 石巻市インバウンド対応力強化支援補助金事業予算明細

書（様式第３号） 

要 要 要 要 要 要 要 要 要 要 

４ 納税証明書【原本】法人市民税 要  要  要  要    

５ 納税証明書【原本】市県民税及び国民健康保険税  要  要  要  要   

６ 補助事業内容が確認できる書類（仕様書、整備前後の図

面、工程表、設備の設置・運用方法を定めた規約等）※２ 
要 要 要 要 要 要 要 要   

７ 経費の積算明細書又は見積書内訳 要 要 要 要 要 要 要 要   

８ 旅館営業許可書【宿泊施設のみ】     ※３ ※４ 要 要         

９ 飲食店営業又は喫茶店営業の許可書【飲食店のみ】※４   要 要       

１０ 営業に係る許認可等を証明する書類【体験型コンテン

ツ提供施設のみ】               ※４ 
    要 要     

１１ 一般乗合旅客自動車運送事業許可又は一般貸切旅客自

動車運送事業許可を証明する書類（写）【交通事業者等】 

旅客不定期航路事業又は人の運送をする内航不定期航

路事業の許可を証明する書類（写）【交通事業者等】※５ 

      要 要   

１２ 自動車検査証（船舶検査証）など、現に使用している

車両（船舶）であることがわかる書類【交通事業者等】 

（「使用の本拠の位置」が石巻市内であること。）  ※６ 

      要 要   

           



１３ 定款（様式第２号に添付）          要 

１４ 団体・グループの概要（様式第１号付表１）         要 要 

１５ 組合員名簿          要 

１６ グループ構成員名簿（様式第１号付表２）         要  

１７ グループ構成員の委任状（様式第１号付表３）         要  

１８ 納税証明書【原本】法人市民税、市県民税及び国民健

康保険税 
        要 要 

１９ 補助事業内容が確認できる書類（仕様書、工程表等）         要 要 

２０ 経費の積算明細書又は見積書内訳         要 要 

２１ 営業に係る許認可等を証明する書類         要  

２２ その他必要に応じて提出を求めるもの     ※７ 必要に応じて 

※１ 公衆無線ＬＡＮ設置事業、防犯カメラ設置事業は、様式第２号付表を提出のこと。 

※２ 公衆無線ＬＡＮ設置事業を行う宿泊施設において客室のみに設置する場合は、公共スペースの公衆無線ＬＡＮ環境が整備されていることが確認

できる書類又は写真も併せて提出すること。 

※３ 管轄保健所が発行した営業の種別が記載されているもの。 

※４ 補助金申請後に許可を受ける予定のものについては、許可申請書（写し）を提出すること。ただし、実績報告時までに許可書を提出すること。 

※５ 営業所の名称及び住所が確認できるもの。許可書でこれが難しい場合は、収受印のある許可申請書も添付すること。 

※６ 特定車両へ導入・設置する事業の場合は、該当車両分全てを提出すること。 

※７ 交付対象者が補助金交付対象施設等の所有者ではない場合、改修等について所有者の許可を得ていることが確認できる書類を添付すること。 

 



様式第１号（第７条、別表第４関係） 

 

石巻市インバウンド対応力強化支援補助金交付申請書 

     

                               年  月  日 

 石巻市長 （あて） 

申請者住所（法人の場合本店所在地） 

 

団体・グループ名（団体・グループの場合記載） 

  

氏名（法人の場合は商号又は名称及び代表者、団体・

グループの場合は、代表企業名及び代表氏名） 

                                  

㊞ 

施設等所在地（複数の場合は別紙に記載） 

  

施設等名称（複数の場合は別紙に記載） 

  

 

 下記のとおり石巻市インバウンド対応力強化支援補助金の交付を受けたいので、石巻市

インバウンド対応力強化支援補助金交付要綱第７条の規定により、関係書類を添えて申請

します。 

 

記 

 

１ 補助金交付申請額     金          円 

  

２ 申請者の区分   

１ 宿泊施設 ２ 飲食店 ３ 体験型コンテンツ提供施設 

４ 交通事業者等 ５ 観光関連事業者等  

 

３ 補助事業の内容等  別紙のとおり 

 

４ 観光関連事業者等でグループの場合その概要（構成員名簿を含む）等 

  別紙のとおり 

 



５ 誓約事項（申請に当たっては全ての事項を確認し、同意欄にチェックが必要です。） 

同 意 

チェック欄 
私は、石巻市インバウンド対応力強化支援補助金の交付申請に関して、

下記のとおり誓約します。 
□ 

１ 石巻市インバウンド対応力強化支援補助金申請書の内容を確認しており、補助金の

申請に関し、全ての申請要件を満たしています。 

２ 石巻市補助金等の交付に関する規則及び石巻市インバウンド対応力強化支援補助金

交付要綱の内容に従うことについて同意します。 

３ 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたことが判明した

場合は、石巻市インバウンド対応力強化支援補助金交付要綱第１０条の規定により、

交付決定の取消しや補助金の返還等に応じます。 

４ 納付日までに補助金を返還しなかった場合、その未納額につき石巻市補助金等の交

付に関する規則第１９条の規定による延滞金を納付することに応じます。 

５ 石巻市から報告・立入検査等の求めがあった場合は、これに応じます。 

６ 申請内容に虚偽その他不正があった場合は、事業者名や対象施設名などの情報が公

表されることに同意します。 

７ 代表者、役員又は使用人その他の従業員等が、暴力団員による不当な行為の防止等

に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員に該当せ

ず、かつ、将来にわたっても該当しません。 

８ 風営法第２条に規定する事業者に該当せず、かつ、将来にわたって該当しません。 

９ 申請書類及び添付書類の内容について、石巻市が行政機関や警察等に確認等を行う

とともに、他の行政機関や警察等が補助金の支給要件の該当性等を審査するため必要

な場合であって、当該審査に必要な限度で、申請書類及び添付書類に記載された情報

を他の行政機関や警察等の求めに応じて情報提供することに同意します。 

１０ 業種に係る営業に必要な許可等を全て有しており、補助金の交付申請に当たりそ

れを証明する書類を添付しています。 

１１ 市税の滞納をしていないことを確認するため、私（当社）の市税の納付状況につ

いて、調査することに同意します。 

６ 関係書類 

(1) 石巻市インバウンド対応力強化支援補助金事業計画書（様式第２号） 

(2) 石巻市インバウンド対応力強化支援補助金事業予算明細書（様式第３号） 

(3) 市税等を完納していることを証明できる書類 

(4) その他市長が必要と認める書類 

 

注 「２ 申請者の区分」は該当の区分番号を「○」で囲むこと。 

  



様式第１号付表１（第１号様式に添付／観光関連事業者等用） 

団体・グループの概要 

１ 団体・グループ名  

２ 所在地 
（〒    －     ） 

 

３ 電話番号  

４ メールアドレス  

５ 代表者の 

  役職及び氏名 

 

役職： 氏名： 

６ 構成員数※１              社 

７ 担当者の所属先、

役職、氏名及び連絡

先 

 

役職： 氏名： 

（〒    －     ） 

 

電話： FAX： 

E-mail：           ＠ 

８ 設立目的及び活動

状況 

 

 団体・グループの設立

目的や概況、活動内容

等を記入してくださ

い。 

 

※１ 団体は組合員名簿、グループは様式第１号付表２、付表３を添付してください。 

※２ 団体は、定款を添付してください。 

  

 



様式第１号付表２（第１号様式に添付／観光関連事業者等 グループ用） 

 

グループ構成員名簿 

法人名 

又は氏名 

役職及び 

代表者名 

住  所 

電話番号 
業  種 

常 用 

従業員数 

 

 

  人 

 

 

 

  人 

 

 

 

  人 

 

 

 

  人 

 

 

 

  人 

 

 

 

  



様式第１号付表３（第１号様式に添付／観光関連事業者等 グループ用） 

 

委   任   状 

            

住   所 

法 人 名 

代表者氏名              

 

 上記の者を本グループの補助金申請業務及び経理業務を行う事務局責任者と定め、下記

の権限を委任します。 

 

１ グループの補助金申請業務及び経理業務についての一切の事項 

 

   年   月   日 

 

       住   所 

       グループ名 

 

住   所 

法 人 名 

代表者氏名              ㊞ 

 

住   所 

法 人 名 

代表者氏名              ㊞ 

 

住   所 

法 人 名 

代表者氏名              ㊞ 

 

           住   所 

法 人 名 

代表者氏名              ㊞ 

 

※ ５つ以上の構成員がいる場合には、別紙等にて追加してください。  



様式第２号（第７条、別表第４関係） 

※複数の施設等を申請する場合は、施設等ごとにご提出ください。 

 

石巻市インバウンド対応力強化支援補助金事業計画書 

１ 申請者及び補助対象施設の状況 

１ 施設等所在地  

２ 施設等名称  

３ 施設等所有形態 申請者にて  所有 ・ 賃貸 

４ 
建物構造区分 

（宿泊事業者のみ） 
〔       〕造  〔      〕階建 

５ 施設等規模 

客室数〔    〕・宴会場数〔    〕・会議室数〔    〕 

席 数〔    〕・店舗面積〔    〕・所有台数〔    〕 

所有車両（船舶）台数〔     〕 

６ 来客・利用者数        年    月 〔       〕人 

７ 
客室稼働率  

（宿泊事業者のみ） 
       年    月 〔       〕％ 

８ 外国人比率        年    月 〔       〕％ 

※１ ６、７、８は直近の月末分を記入してください。 

※２ 宿泊施設は、１、２、３、４、５、７、８を記入してください。 

※３ 飲食店、体験型コンテンツ提供施設は、１、２、３、４、５、６、８を記入してください。 

※４ 交通事業者等は、１、２、３、６、８を記入してください。 

※５ 観光関連事業者等は、全体に係る６、８を記入してください。 

 

２ 外国人旅行者の受入環境に係る事業計画 

外国人旅行者の受入

環境に係る現状と課

題分析 

 

 

 

 

 

 

上記課題への改善策

（申請事業含む）と

今後の目標 

 

 

 

 

 

 



 

 

本補助金を活用して

取り組む事業 

 

※５つ以上の事業を

同時に申請する場

合は、行を追加し

て記入 

１ 取組内容： 

【概要】 

 

 

 

 

 

 

 

２ 取組内容： 

【概要】 

 

 

 

 

 

 

 

３ 取組内容： 

【概要】 

 

 

 

 

 

 

 

４ 取組内容： 

【概要】 

 

 

 

 

 

 

 

  



様式第２号付表１（第１号様式に添付／公衆無線ＬＡＮ設置事業用） 

※複数の施設等を申請する場合は、施設等ごとにご提出ください。 

◎ 公衆無線ＬＡＮ設置に係る事業計画 

現在の施設内公衆無線ＬＡＮ

設置状況 

 

 

 

今回申請する公衆無線ＬＡＮ

設置の具体的内容・効果 

 

 

 

既設設置機器の有無 １ あり          か所 ２ なし 

今回設置する公衆無線

ＬＡＮ機器の設置場所

と設置個所数 

 

 

 該当する項目の番号全て

に○印を付け、設置箇所

数を記入してください。 

設置場所 設置個所数 

宿
泊
施
設 

１ 公共スペース 

  ロビー  食堂  宴会場 

  その他（        ） 

（ｱ） か所 

２ 客室 （ｲ） か所 

飲
食
店
・
体
験
型
コ
ン
テ

ン
ツ
提
供
施
設 

１ 客席・コンテンツ提供場所 （ｳ） か所 

２ その他（        ） （ｴ） か所 

合計設置箇所数※1 （（ｱ）+（ｲ）+（ｳ）+（ｴ）+ 既設機器移設数※1） （ｵ） か所 

補助対象とな

る設置箇所数 

宿
泊
施
設
／
飲
食
店
・
体
験
型
コ
ン

テ
ン
ツ
提
供
施
設 

合計設置箇所数が上限以下の場合 

 合計設置箇所数（ｵ）の箇所数 

合計設置箇所数が上限を超える場合 

 各対象施設の上限数 

 ※宿泊施設は一つの施設につき上限 50か所 

 ※飲食店・体験型コンテンツ提供施設は 

一つの店舗につき上限 10か所 

   か所 

交
通
事
業
者

等 申請車両（船舶）台数×１か所 

 

 ※一つの車両（船舶）につき上限１か所 

※１ 機器の新設に伴い影響を受ける既設機器の移設を行う場合は、その箇所も設置箇所数に含め

てください（交通事業者等を除く。）。 

  



様式第２号付表２（第１号様式に添付／防犯カメラ設置事業用） 

※複数の施設等を申請する場合は、施設等ごとにご提出ください。 

 

◎ 防犯カメラ設置に係る事業計画 

現在の防犯カメラの設置状況 

 

 

 

 

今回申請する防犯カメラ設置

の具体的内容・効果 

 

 

 

 

防犯カメラの設置場所

と設置箇所数 

 

 設置場所を具体的に 

記入するとともに、 

設置箇所数を記入 

してください。 

設置場所 設置箇所数 

 か所 

 か所 

 か所 

 か所 

 か所 

合計設置箇所数 （ｱ）     か所 

補助対象となる設置箇

所数 

合計設置箇所数が上限以下の場合 

 合計設置箇所数（ｱ）の箇所数 

合計設置箇所数が上限を超える場合 

 各対象施設の上限数 

※上限数は一つの施設につき 10か所 

か所 

 

  



様式第３号（第７条、別表第４関係） 

 

石巻市インバウンド対応力強化支援補助金事業予算明細書 

  

経費区分 事業に要する経費 補助対象経費 摘     要 

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

合計額 円 円  

補助対象経費の２/３ 

※千円未満の端数は切り捨て 
交付申請額 円 

  備 考 

１ 「経費区分」については、第５条別表第２に補助対象経費として掲げる項目を

記載すること。 

２ 摘要欄には、経費区分ごとの積算を明記すること。ただし、別葉として、物品

名、仕様、数量、単価等が確認できる見積書又は明細書等を添付しても構わない。 

３ 国、地方公共団体等からの補助金収入は、補助対象経費から控除すること。 

４ 「事業に要する経費」及び「補助対象経費」は、消費税及び地方消費税を除い

た額を記入すること。 

  



様式第４号（第８条関係） 

石巻市（  ）指令第  号 

（申請者氏名） 殿 

 

石巻市インバウンド対応力強化支援補助金交付可否決定通知書 

年  月  日付けで申請のあった石巻市インバウンド対応力強化支援補助

金については、交付する（交付しない）ことと決定しましたので、石巻市インバウンド対

応力強化支援補助金交付要綱第８条の規定により通知します。 

 なお、決定の内容及び交付の条件に不服がある場合は、石巻市インバウンド対応力強化

支援補助金交付申請取下げ届出書（様式第９号）により、申請を取り下げることができま

す。 

 

      年  月  日 

 

石巻市長          印 

 

記 

 

１ 補助事業の名称  石巻市インバウンド対応力強化支援事業 

 

２ 交付の可否    可  ・  否 

 

３ 交付しない場合の理由 

 

４ 補助金交付決定額      金           円 

 

５ 交付の条件 

 (1) 補助事業の内容は、補助金交付申請書に記載されているものとする。 

 (2) 補助事業の計画を変更又は中止するときは、市長の承認を受けること。 

 (3) 補助事業が予定の期間内で完了しない場合又は遂行が困難な場合は、市長に対し

てその理由を速やかに報告し、指示を受けること。 

 (4) 補助事業が完了したときは、事業が完了した日の翌日から起算して２０日を超え

ない日又は助成金の交付決定を受けた年度の２月末日のいずれか早い日までに提出す

ること。 

 (5) 補助金の条件に違反した場合は、補助金の全部又は一部を返還させることがある。 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、石巻市インバウンド対応力強化支援補助金交付要綱

の定めを遵守すること。  



様式第５号（第９条関係） 

    

石巻市インバウンド対応力強化支援補助金事業変更・中止承認申請書 

 

 年  月  日 

 

 石巻市長 （あて） 

 

申請者 所在地又は住所            

法人名又は団体名            

代 表 者 職 氏 名         ㊞  

 

年  月  日付け石巻市（  ）指令第  号で交付決定のあった石巻市イン

バウンド対応力強化支援補助金について、下記のとおり変更（中止）したいので、石巻市

インバウンド対応力強化支援補助金交付要綱第９条の規定により申請します。 

 

記 

 

１ 補助事業の内容 

 

２ 変更（中止）の理由 

 

 

３ 変更の内容 

変更前の内容 変更後の内容 

  

 

 

 

 

  

 

４ 変更（中止）年月日 

 

 

５ 添付書類 

  



様式第６号（第９条関係） 

 

石巻市（  ）指令第  号 

 

（申請者氏名） 殿 

 

石巻市インバウンド対応力強化支援補助金事業変更承認（不承認）決定通知書 

 

    年 月 日付けで変更（中止）承認申請のあった石巻市インバウンド対応力強化

支援補助金については、下記のとおり（承認した・不承認とした）ので、石巻市インバウ

ンド対応力強化支援補助金交付要綱第９条第３項の規定により通知します。 

 

     年  月  日 

 

石巻市長         印 

 

記 

 

１ 補助事業の名称  石巻市インバウンド対応力強化支援事業 

 

２ 承認の内容 

 

 

 

３ 不承認の理由 

 

  



様式第７号（第１０条関係） 

 

石巻市（  ）指令第  号 

 

（申請者氏名） 殿 

 

 

石巻市インバウンド対応力強化支援補助金交付決定取消（変更）通知書 

 

     年  月  日付け石巻市（  ）指令第  号で交付決定した石巻市インバ

ウンド対応力強化支援補助金については、石巻市インバウンド対応力強化支援補助金交付

要綱第１０条の規定により、下記のとおり既交付決定額の（全部を取消し・一部を取消

し・変更）することに決定したので通知します。 

 

      年  月  日 

 

石巻市長         印 

 

記 

 

１ 補助事業の名称   石巻市インバウンド対応力強化支援事業 

 

２ 既交付決定額       金            円 

 

３ 交付決定取消（変更）額  金            円 

 

４ 取消（変更）の理由 

 

 

  



様式第８号（第１０条関係） 

 

石巻市（  ）指令第  号 

 

（申請者氏名） 殿 

 

石巻市インバウンド対応力強化支援補助金返還命令書 

 

年  月  日付け第  号で交付決定した石巻市インバウンド対応力強化支

援補助金について、石巻市補助金等の交付に関する規則第１８条及び石巻市インバウンド

対応力強化支援補助金交付要綱第１０条第２項の規定により、返還することを命じます。 

      

年  月  日 

 

石巻市長          印 

 

記 

 

１ 交付済額      金           円 

 

２ 返還請求額     金           円 

 

３ 理由 

 

４ 納付期限 

 

５ 返還の方法     同封の納付書により返還すること。 

 

６ 延滞金について 

  石巻市補助金等の交付に関する規則第１９条の規定により、上記納付期限までに納付

しなかったときは、納付期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に

つき年１０．９５％の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。 

  



様式第９号（第１１条関係） 

 

石巻市インバウンド対応力強化支援補助金交付申請取下げ届出書 

 

年  月  日 

 

石巻市長 （あて） 

 

申請者 所在地又は住所            

法人名又は団体名            

代 表 者 職 氏 名         ㊞  

 

    年 月 日付石巻市（  ）指令第  号で交付決定の通知がありました石巻市

インバウンド対応力強化支援補助金について、下記のとおり石巻市補助金等の交付に関す

る規則第９条第１項及び石巻市インバウンド対応力強化支援補助金交付要綱第１１条の規

定により、申請を取り下げます。 

 

記 

 

１ 補助事業の名称  石巻市インバウンド対応力強化支援事業 

    

 

２ 交付決定額 

    

 

３ 申請年月日 

    

 

４ 取下げの理由 

    

  



様式第１０号（第１２条関係） 

 

石巻市インバウンド対応力強化支援補助金実績報告書 

 

年  月  日  

 

石巻市長 （あて） 

 

申請者 所在地又は住所            

法人名又は団体名            

代 表 者 職 氏 名         ㊞  

 

      年  月  日付石巻市（  ）指令第  号で交付決定の通知がありまし

た石巻市インバウンド対応力強化支援補助金の実績について、石巻市インバウンド対応力

強化支援補助金交付要綱第１２条の規定により、関係書類を添えて報告します。 

 

記 

 

１ 補助事業の内容 

  

 

 

２ 添付書類 

 (1) 石巻市インバウンド対応力強化支援補助金事業実施報告書（様式第１１号） 

 (2) 石巻市インバウンド対応力強化支援補助金事業収支決算書（様式第１２号） 

 (3) 事業実績を確認できる書類、写真等 

 (4) 補助事業の実施に伴う支出が確認できる書類（領収書の写し等） 

 (5) その他市長が必要と認める書類 

  



様式第１１号（第１２条関係） 

 

石巻市インバウンド対応力強化支援補助金事業実施報告書 

 

１ 補助事業者 

法人名又は氏名  

 

２ 事業の実施概要 

(1) 実施した事業内容 

 

 

 

 

 

(2) 事業の成果 

 

 

 

 

 

(3) 今後の課題・取組 

 

 

 

 

 

 

 

３ 添付書類 

(1) 事業実績を確認できる書類、写真等 

 (2) 支払いに係る領収書等の写し 

 (3) その他本事業に係る関係書類 

  



様式第１２号（第１２条関係） 

 

石巻市インバウンド対応力強化支援補助金事業収支決算書 

 

法人名（団体名）又は氏名 

１ 収入の部                              

科   目 金  額 摘    要 

市補助金 円  

自己資金 円  

その他 

（       ） 
円  

合計額 円  

２ 支出の部                             

経費区分 事業に要する経費 補助対象経費 摘     要 

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

合計額 円 円  

補助対象経費の２/３ 

※千円未満の端数は切り捨て 
補助金額 円 

  備 考 

１ 摘要欄には、経費区分ごとの積算を明記すること。ただし、別葉として、物品

名、仕様、数量、単価等が確認できる見積書又は明細書等を添付しても構わない。 

２ 「事業に要する経費」及び「補助対象経費」は、消費税及び地方消費税を除い

た額を記入すること。 

  



様式第１３号（第１３条関係） 

 

第  号 

年  月  日 

 

（申請者氏名） 殿 

 

石巻市長          印   

 

 

石巻市インバウンド対応力強化支援補助金確定通知書 

 

     年  月  日付け石巻市（  ）指令第  号をもって交付決定した石巻市

インバウンド対応力強化支援補助金の交付額を金         円に確定したので、

石巻市インバウンド対応力強化支援補助金交付要綱第１３条の規定により通知します。 

 

 

  



様式第１４号（第１４条関係） 

年  月  日  

石巻市インバウンド対応力強化支援補助金交付請求書 

 

石巻市長 （あて） 

 

申請者 所在地又は住所            

法人名又は団体名            

代 表 者 職 氏 名         ㊞  

 

     年  月  日付け石巻市（  ）指令第  号で交付決定の通知がありま

した石巻市インバウンド対応力強化支援補助金について、石巻市インバウンド対応力強化

支援補助金交付要綱第１４条第２項の規定により、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 補助事業の名称  石巻市インバウンド対応力強化支援事業 

 

２ 請 求 額    金            円 

 

３ 支払口座振込依頼 

金融機関名 

銀行 

信金・信組 

農協 

金融機関 

コード 

    

支店名 

（店名） 

本店 

支店 

支店コード 

（店番） 

    

預金種別 □ 普通   □ 当座 
口座番号 

（右詰め） 
       

口座名義人 

カタカナ 

 

備 考 

１ 口座は、法人の場合は法人名義、個人事業主の場合は申請者本人名義の口座を指定

してください。 

２ ゆうちょ銀行の場合は、振込用の「店名・店番・口座番号」を記入してください。 

３ 預金通帳の写し（通帳の表面と通帳を開いた１・２ページ目の写し）又はキャッシ

ュカードの写しを添付してください（金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・口

座名義人名・フリガナが確認できるもの）。  

捨印 



様式第１５号（第２１条関係） 

 

年  月  日 

 

 石巻市長 （あて） 

 

申請者 所在地又は住所            

法人名又は団体名            

代 表 者 職 氏 名         ㊞  

 

 

石巻市インバウンド対応力強化支援補助事業状況報告書 

 

      年度において実施した石巻市６次産業化・地産地消推進助成事業の成果につ

いて、石巻市インバウンド対応力強化支援補助金交付要綱第２１条第２項の規定により、

下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 補助事業の名称   石巻市インバウンド対応力強化支援事業 

 

 

２ 事業の実施状況 

 

 

３ 事業の成果 

 

 

 

 

 

 

 

 


